
 

 

 

 

１.幹事の選出 

あいちデジタルヘルスコンソーシアム規約第11条第３項に定める幹事につい

て以下のとおり選出する。(2025年６月11日の総会にて決議) 

                          （敬称略） 

  

 なお規約第 11 条第４項により本コンソーシアムの設立当初の役員の任期は、

原則として就任後２回目の定時総会までとする。 

 

 

 

２.監事の選出 

附則５により当分の間、第11条の規定にかかわらず、監事を置かないものと

する。 

  

（参考） 

会長及び顧問については、あいちデジタルヘルスコンソーシアム規約 

第11条第２項に記載のとおり、会長は愛知県知事の職にある者、顧問は国立

研究開発法人国立長寿医療研究センターの理事長の職にある者を以って充て

る。 

・会長：愛知県知事 

・顧問：国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長 

社名・団体名 役職・氏名 

株式会社スギ薬局 取締役 SCM推進本部 本部長  森永 和也 

ソフトバンク株式会社 専務執行役員         桜井 勇人 

中部電力株式会社 専務執行役員 事業創造本部長 大谷 真哉 

東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員         志摩 昌彦 

名古屋鉄道株式会社 
地域活性化推進本部 地域連携部長 

               太田 里奈 

株式会社八神製作所 理事             林 紀行 

あいちデジタルヘルスコンソーシアム役員 


